揮発性有機化合物（VOC）排出抑制に関する自主行動計画

（平成１７年度版）
平成１８年９月２５日

ドラム缶工業会

１．基本的な考え方

　　本自主行動計画は、以下の基本的考え方により策定した。

（1） 技術委員会で自主行動計画策定提出フォーマットを作成、このフォーマットにより会員各社が独自に自主行動計画を策定し、ドラム缶工業会・技術委員会で取りまとめた。

（2） ペール缶メーカー４社７工場は、外装は金属印刷（ほとんど外注）であるため対象外とした。

（3） 平成２０年度（中間計画年度）及び平成２２年度（最終目標年度）の生産量は、基準年度である平成１２年度と同じと仮定して計算した。

２．対象事業者

　　　中小型缶２社を含む２００Lドラム缶メーカー１１社１９工場。対象事業者はすべて当ドラム缶工業会会員であり、カバー率１００％。

３．対象施設及び工程

　　外面および内面塗装設備及び乾燥設備

　　（注）ペール缶は金属印刷（ほとんど外注）なので、対象外。（ペール缶会員４社７工場）

４．用語の定義

（１）使用量

使用量とは、当該施設で使用したＶＯＣの量とする。

（２）ＶＯＣ大気排出量

　　　ＶＯＣ大気排出量は、当該施設から大気へ排出したＶＯＣ成分であり、具体的算出方法は次のＶＯＣ排出量算出の考え方の通りである。

５．排出量算出の考え方

これまで、ＶＯＣ排出量の計算は、それぞれの塗料・溶剤類について、ＰＲＴＲ２３物質および経済産業省が排出量をもとに選定した物質の中から当工業会が選定した１６物質（以下「当工業会選定１６物質」）の排出量を計算してそれを積算する方法で行ってきたが、実際に使用している塗料・溶剤類に含まれる揮発性物質を調査したところ、これら３９物質は全体の約半分を占めるに過ぎず、かつ塗料・溶剤類の種類によって、大きな差異があることが判明した。

そして、ＶＯＣの対象となる物質は無限にあり、塗料・溶剤類に含まれるＶＯＣ対象物質をすべて調べ上げることは、高度な専門知識が必要であり、かつ莫大な労力を要する。

ＶＯＣの定義が大気中に揮発する有機化合物であることを考えると、個々の物質を特定して調べ上げることはあまり意味が無く、むしろJIS K 5601-1-2（塗料成分試験方法―第１部：通則、第２節：加熱成分）で規定されている方法で測定した「加熱残分」以外をすべてＶＯＣ成分と考え、これからＶＯＣ排出量を計算した方が、簡便でかつより正確と考えた。

なお、水性塗料の場合は、水の含有率を差し引く。

具体的計算方法は、添付資料 １）ＶＯＣ排出量算出方法 ２）計算方法による差異 を参照。

６．ＶＯＣ排出実績及び削減計画

【全国】                                                                （単位：トン）

	項目
	11年度以前
	[基準年度]

平成12年度
	平成17年度
	[生産量補正]

平成17年度
	[中間計画]

平成20年度
	[最終計画]

平成22年度

	使用量 
	2,489
	2,153
	2,254
	2,012
	1,981
	1,735

	排出量 
	2,289
	1,763
	1,818
	1,634
	1,610
	1,412


（注）平成12年度を基準年度として、平成20年度、平成22年度の生産量は、12年度と同じレベルと仮定した。また平成17年度の生産量は実績に加え、12年度の生産量を同じとした場合の数値を[生産量補正]として記載している。

（参考）２００Ｌ生産量実績（冷延鋼板及び亜鉛鉄板・ステンレス製合計）

　　         平成12年度：12,975,764本（307,047トン）

　　         平成16年度：15,302,468本（360,734トン）（17.5%アップ）

　　         平成17年度：15,059,663本（354,020トン）（15.3%アップ）

７．対平成12年度及び対平成11年度以前からの削減率及び目標達成率

        　　　　　　　　　　　　（単位：トン）

	項目
	[基準年度]

平成12年度実績
	平成17年度

実績
	[生産量補正]

平成17年度

実績
	[中間計画]

平成20年度
	[最終計画]

平成22年度

	【対平成12年度】
	
	
	
	
	

	使用量の削減量
	
	-101
	141
	172
	418

	排出量の削減量
	
	-55
	128
	153
	351

	排出量の削減率
	
	-3.1%
	7.3%
	8.7%
	19.9%

	排出量の目標達成率
	
	-15.8%
	36.6%
	43.6%
	

	【対平成11年度以前】
	
	
	
	
	

	使用量の削減量
	336
	235
	477
	508
	754

	排出量の削減量
	527
	471
	655
	680
	878

	排出量の削減率
	23.0%
	20.6%
	28.6%
	29.7%
	38.3%

	排出量の目標達成率
	60.0%
	53.7%
	74.6%
	77.5%
	



（注）

１．使用量とは、当該工場で使用したＶＯＣの量

　　　　　　　　　　（平成11年度以前または平成12年度の排出量－当該年度の排出量）

２．削減率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　100

　　　　　　　　　　　平成11年度以前または平成12年度の排出量

（平成11年度以前または平成12年度の排出量－当該年度の排出量）

３．達成率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　100

　　　　　　　　　　（平成11年度以前または平成12年度の排出量－目標排出量）

４．平成20年度と平成22年度の数値は、生産量が平成12年度と同じとして計算

（参考）地区別実績及び削減計画
【関東地区】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン）

	項目
	11年度以前
	[基準年度]

平成12年度
	平成17年度
	[生産量補正]

平成17年度
	[中間計画]

平成20年度
	[最終計画]

平成22年度

	使用量 
	1,158
	1,082
	1,172
	1,058
	994
	805

	排出量 
	1,039
	843
	923
	820
	776
	630


【関西地区】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン）

	項目
	11年度以前
	[基準年度]

平成12年度
	平成17年度
	[生産量補正]

平成17年度
	[中間計画]

平成20年度
	[最終計画]

平成22年度

	使用量 
	968
	708
	712
	703
	692
	647

	排出量 
	918
	587
	558
	547
	559
	516


（注）関東地区（千葉県、栃木県、神奈川県、新潟県）

関西地区（大阪府、兵庫県）

８．ＶＯＣ排出削減の方法

（１）平成１１年度以前の削減方法・努力は、平成１２年度実績にまとめた。

（２）塗料・溶剤原単位削減では、大幅な削減は期待できないので、今後外装塗料の水溶性化を一部の施設で検討することにしている。

（３）また一部施設でＶＯＣ吸着装置の設置、溶剤脱脂からｱﾙｶﾘ脱脂への変更も検討している。

（４）削減計画は、上記対策を勘案して作成したものであり、年度別には下記の通りである。

	［基準年度］

平成12年度実績
	平成16年度実績
	平成17年度実績
	［中間計画］

平成20年度計画
	［最終目標］

平成22年度計画

	塗料・溶剤原単位削減
	塗料・溶剤原単位削減
	塗料・溶剤原単位削減
	塗料・溶剤原単位削減
	塗料・溶剤原単位削減

	外面水性塗料化
	外装塗装設備改善
	外装塗装設備改善
	外面水性塗料化
	外面水性塗料化

	内装静電塗装化
	塗装装置更新
	塗装装置更新
	洗浄ｼﾝﾅｰ使用量削減
	洗浄ｼﾝﾅｰ使用量削減

	溶剤型塗装⇒粉塗装化（内面）
	製品品種の集約
	製品品種の集約
	VOC吸着設備設置
	溶剤脱脂⇒ｱﾙｶﾘ脱脂化

	新型塗装設備導入
	塗装色の集約
	塗装色の集約
	ﾉｽﾞﾙ数削減
	

	系外排出
	塗料の改良
	塗料の改良
	
	


付属資料 １）VOC排出量計算方法

＜塗料・溶剤類中の揮発成分からＶＯＣ排出量を算出する方法＞

１．いきさつ

これまで、ＶＯＣ排出量の計算は、それぞれの塗料・溶剤類について、ＰＲＴＲ２３物質および当工業会選定１６物質の排出量を計算して、それを積算する方法で行ってきたが、実際に使用している塗料・溶剤類に含まれる揮発性物質を調査したところ、これら３９物質は全体の約半分を占めるに過ぎず、かつ塗料・溶剤類の種類によって、大きな差異があることが判明した。

そして、ＶＯＣの対象となる物質は無限にあり、塗料・溶剤類に含まれるＶＯＣ対象物質をすべて調べ上げることは、高度な専門知識が必要であり、かつ莫大な労力を要する。

ＶＯＣの定義が大気中に揮発する有機化合物であることを考えると、個々の物質を特定して調べ上げることはあまり意味が無く、むしろJIS K 5601-1-2（塗料成分試験方法―第１部：通則、第２節：加熱成分）で規定されている方法で測定した「加熱残分」以外をすべてＶＯＣ成分と考え、これからＶＯＣ排出量を計算した方が、簡便でかつより正確と考える。

以下に、その考えに基づくＶＯＣ排出量の計算方法を説明する。

２．計算の考え方

・「加熱残分」を１００から引いた値(％)を揮発成分とし、この揮発成分をＶＯＣ対象物質と考える。ただし、水性塗料の場合は、揮発成分に水が含まれるので、水の含有率を差し引く。

また、揮発性の有機物質でも、メタンと一部のフッ素系溶剤はＶＯＣ対象外であるが、これらの物質はドラム用の塗料・溶剤類には通常含まれていないので、水以外の揮発成分はすべてＶＯＣ対象物質と考える。

・塗料・溶剤類の種類・品番毎に、購入量に上記ＶＯＣ対象物質の含有率を乗じた値を算出し、これを積算した値をＶＯＣ排出量とする。

ただし、系外に搬出した塗料・溶剤類に含まれるＶＯＣ対象物質の量を差し引く。

３．計算手順

３．１　ＶＯＣ使用量の計算

３．１．１ 塗料・溶剤類の使用量の計算

(1) 調査対象

ⅰ) 塗料

①　外面塗料

②　内面塗料

ⅱ) インキ類

①　シルクマークインキ

②　吹き付けマークインキ

③　帯塗装インキ

ⅲ) 溶剤

①　塗料・インキ希釈用溶剤

②　洗浄用溶剤

ⅳ) その他

上記以外で、ＶＯＣ成分を含むことが分かっているもの。

(2) 使用量

・塗料・溶剤類について、種類・品番毎にその年度の購入量の合計を算出する。

３．１．２　ＶＯＣ対象物質の含有率

(1) ＶＯＣ対象物質

・下記に示す物質以外の揮発成分すべてを、ＶＯＣ対象物質とする。

①　水

②　メタン

③　フッ素系溶剤の一部(詳細は自主取組マニュアル５頁表３を参照)

(注) ただし、上記の②と③については、含まれていることが明らかな場合を除き、無視する。

(2) 含有率

・JIS K 5601-1-2で規定されている方法で測定した「加熱残分」の値を、塗料・溶剤類のメーカーから入手する。

(加熱条件は１２５℃×１時間)

・下記の式により、含有率を算出する。

a) 水性塗料以外

ＶＯＣ対象物質の含有率　＝　１００－(加熱残分)(％)

b) 水性塗料

ＶＯＣ対象物質の含有率　＝　１００－(加熱残分)－(水の含有率)(％)

・加熱残分および水含有率の値の入手が困難である場合は、簡便法として次頁の表１に示す値を採用する。なお、標準色以外の色調については、それに近いＤＭ№の含有率を適用する。

・内面塗料のＶＯＣ対象物質含有率は、次頁の表２に示す。

・溶剤はすべて含有率１００％とする。

３．１．３　ＶＯＣ使用量の算出

・塗料・溶剤類の種類・品番毎に、年度の購入量にその品番のＶＯＣ対象物質含有率を乗じて

ＶＯＣ使用量を計算し、種類・品番毎の値をすべて積算して、年度のＶＯＣ使用量を算出する。

ＶＯＣ使用量(kg)＝Σ［(塗料・溶剤類の種類・品番毎の購入量(kg))×(ＶＯＣ対象物質含有率(%))÷１００］

表１．簡便法で採用するＶＯＣ対象物質の含有率

	分　類
	色調・品番
	ＶＯＣ含有率(％)

	外面塗料

(水性塗料を除く)
	ＤＭ－１，ＤＭ－３，ＤＭ－６Ｅ，ＤＭ－１１，ＤＭ－１２Ｅ，ＤＭ－１４
	３０

	
	ＤＭ－４Ｅ，ＤＭ－５，ＤＭ－７Ｅ，ＤＭ－８Ｅ，ＤＭ－９Ｅ，ＤＭ－１０，ＤＭ－１３
	４０

	
	ＤＭ－２，
	５０

	外面塗料

(水性塗料)
	ＤＭ－１
	２０

	
	それ以外のＤＭ色
	１０

	帯塗料
	ＤＭ－１
	１５

	
	それ以外のＤＭ色
	２０

	シルクマークインキ
	―――
	１５

	吹付インキ
	ＤＭ－１
	５０

	
	それ以外のＤＭ色
	６０

	溶　剤
	―――
	１００


表２．内面塗料のＶＯＣ対象物質含有率

	塗料メーカー
	ＶＯＣ含有率(％)

	Ｘ社
	４４．５

	
	６１．５

	
	４９．５

	
	７０

	
	６６．５

	Ｙ社
	５８

	
	５３

	Ｚ社
	６２


３．２　ＶＯＣの系外搬出量

３．２．１　塗料・溶剤類の系外搬出量の計算

(1) 対象となるもの

・廃塗料，廃溶剤で、密閉保管して回収業者に引き取らせたもの。

(2) 搬出量

・廃塗料，廃溶剤の種類毎に、その年の搬出量の合計を算出する。

３．２．２　ＶＯＣ系外搬出量の算出

(1) 含有率

・廃溶剤は１００％とする。

・廃塗料類(帯塗料，マークインキを含む)については、購入したものが他の廃塗料，廃溶剤と混ざらないで搬出された場合は、購入品のＶＯＣ含有率の値を採用する。

・もし、廃塗料・廃溶剤類が混合物である場合、または含有率が不明な場合は、ＶＯＣ含有率は下記の値とする。

①　塗料　…　３０％

②　帯塗料　…１５％

③　シルクマークインキ　…２５％

④　吹付マークインキ　…　５０％

・塗料，溶剤，インキが混ざっている場合は、推定される混合比で加重平均する。

・塗装ブースで発生する塗料カスや、使用後のウェスなどの中に含まれるＶＯＣ成分については、系外搬出の中に含めない。

(2) ＶＯＣ系外搬出量

・廃塗料，廃溶剤の種類毎に、年度の搬出量にその含有率を乗じてＶＯＣ系外搬出量を計算し、種類毎の値をすべて積算して、年間のＶＯＣ系外搬出量を算出する。

ＶＯＣ系外搬出量(kg)＝Σ［(廃塗料・廃溶剤類の種類毎の系外搬出量(kg))×(ＶＯＣ対象物質含有率(%))÷１００］

３．３　ＶＯＣ排出量

・ＶＯＣ使用量からＶＯＣ系外搬出量を差し引いた値を、ＶＯＣ排出量とする。

ＶＯＣ排出量　＝　(ＶＯＣ使用量)　－　(ＶＯＣ外搬出量)

４．報告事項

・下記の２項目を報告する。

①　ＶＯＣ使用量

②　ＶＯＣ排出量

５．その他

・ＶＯＣ使用量からＶＯＣ系外搬出量を差し引いたものは、塗装時および乾燥・焼付時に、強制排気口を通る，通らないに係らず、いずれは大気中に排出されるので、これを「ＶＯＣ排出量」とした。

・塗装ブースが水洗で、水中に落ちた塗料カス中のＶＯＣ成分が水中に溶解することも考えられるが、これは塗装ブース水の廃水処理の過程で大気中に揮散する性質のものであり、また水中に溶け込む割合を計算することはかなり困難なので、水中に落ちた塗料カス中のＶＯＣ成分については、ＶＯＣ排出量に含めることとする(系外搬出量にはカウントしない)。

付属資料 ２）排出量計算方法による差異について

＜ＶＯＣ排出量の計算方法による差異について（Ｘﾄﾞﾗﾑﾒｰｶｰの例）＞

１．ＰＲＴＲ対象物質からと揮発成分からの計算結果

(1) 計算方法

①　ＰＲＴＲ対象物質からの計算

従来通り塗料に含まれるＰＲＴＲ対象物質の使用量を算出し、それから移動量を差し引く方法。

②　揮発成分からの計算

塗料使用量に揮発成分の割合を掛け算する方法

(2) 計算結果

２つの計算方法による結果の比較を次の表１に示す。

ＰＲＴＲ対象物質からの計算値と揮発成分からの計算値に対する比は０．１６～０．６５であり、工場によっては非常に低い。

表１．ＰＲＴＲ対象物質からと揮発成分からの計算結果の比較

(単位：トン)

	工　場
	(Ａ)

ＰＲＴＲ対象物質からの計算
	(Ｂ)

揮発成分からの計算
	(Ａ)／(Ｂ)

	Ａ工場
	６５
	２３３
	０．２８

	Ｂ工場
	９４
	１７３
	０．５４

	Ｃ工場
	８１
	１２４
	０．６５

	Ｄ工場
	２０
	１２５
	０．１６


(注) 揮発成分からの計算では、外面塗料，内面塗料，マーク・帯のインキおよびそれらの溶剤

(希釈用と洗浄用)をすべて含む。

２．塗料・溶剤中のＶＯＣ成分の調査(内面塗装)

Ｘﾄﾞﾗﾑﾒｰｶｰが使用している内面塗料およびその希釈溶剤を、ＰＲＴＲ対象物質，当工業会選定物質，その他に分けて含有率を調査した結果を、表２に示す。

これまでＶＯＣ調査の対象としてきたＰＲＴＲ対象物質，当工業会選定物質以外のその他ＶＯＣ成分が、約５０％を占めることが判明。

逆に、ＰＲＴＲ対象物質は、使用量が多いｴﾎﾟｷｼﾌｪﾉｰﾙ樹脂系で見ると、１０％前後かそれ以下である。

表２．塗料・溶剤中のＶＯＣ分類

(単位：重量％)
	塗料

メーカー
	塗料・溶剤
	番手
	ＰＲＴＲ対象

(２３種類)
	当工業会選定

 (１６種類)
	その他
	備　考

	Ａ社
	塗料
	①
	　３．６
	５６．６
	３９．８
	ｴﾎﾟｷｼﾌｪﾉｰﾙ系

	
	
	②
	　０．０
	５８．０
	４２．０
	

	
	
	③
	１１．０
	３１．４
	３７．５
	

	
	
	④
	２６．６
	３５．５
	３７．９
	ﾌｪﾉｰﾙ系

	
	
	⑤
	２５．８
	６８．５
	　５．７
	

	
	希釈溶剤
	①
	　０．０
	５０．０
	５０．０
	

	
	
	②
	　０．０
	６０．０
	４０．０
	

	
	
	③
	　０．０
	３３．３
	６６．６
	

	Ｂ社
	塗料
	①
	１２．０
	４４．０
	４４．０
	ｴﾎﾟｷｼﾌｪﾉｰﾙ系

	
	希釈溶剤
	①
	４０．０
	１０．０
	５０．０
	

	
	
	②
	０．０
	５０．０
	５０．０
	

	Ｃ社
	塗料
	①
	３１．０
	２７．０
	４２．０
	ｴﾎﾟｷｼﾌｪﾉｰﾙ系

	
	希釈溶剤
	②
	９１．０
	　９．０
	　０．０
	


４．まとめ

今回の調査で、従来ＶＯＣ調査対象としてきたＰＲＴＲ対象物質と当工業会選定物質は、全体の半分程度を占めるに過ぎず、特にＰＲＴＲ対象物質は少ない。

従って、ＶＯＣ排出量を調べる場合は、塗料中の揮発成分から算出するのが正確と思われる。

(溶剤は１００％揮発成分)
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